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学校における医療的ケア児の受入・支援について

埼玉県医療的ケア児等支援センター

令和８年1月19日（月）13:30〜16:00 オンライン

オリエンテーション

医療的ケア児は増えている

【医療的ケア児の状態像】
・寝返り、座位保持も難しい重症の肢体不自由児
が多い。

・半数は意思疎通も困難な重度の知的障害。
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埼玉県医療的ケア児等支援センターについて

委託先: 社会福祉法人桜楓会

委託先: 社会福祉法人埼玉医大福祉会
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★

県直営 （さいたま新都心）

埼玉県医療的ケア児等支援センター埼玉県医療的ケア児等支援センター
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埼玉県における医療的ケア児等支援体制とセンターの機能
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個別支援
・本人家族の相談対応
・ケアマネジメント
・適切な社会資源の利用支援

市町村内支援体制の整備
・市町村内のネットワークづくり
・市町村での政策立案
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支援体制の整備・多機関調整
・市町村、事業所の体制整備支援
・福祉、保健、教育、小児医療、

在宅医療、就労支援機関との連携
・協議の場の運営
・政策立案

人材育成・専門人材の確保
・医療的ケア児等コーディネーター養成

・事業所の人材育成支援
・専門職アドバイザーの登録

支援事例・事業所データ集積
・相談支援情報、事業所情報の集約
・支援事例の集積、共有 ・普及啓発

地
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市町村・支援機関支援
・困難事例の対応
・支援機関、支援者への個別支援
・支援事例の集積、共有

圏域内支援体制の整備
・地域の社会資源の創出支援
・地域の専門人材の育成支援
・圏域内のネットワークづくり

家族支援
・家族間のネットワークづくり
・必要なサービスの情報共有

個別支援
・どこに相談したらよいか、わから

ない方への一元的な相談窓口
・適切な支援機関へのつなぎ
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専門的相談
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埼玉県では、医療的ケア児者・重度心身障害児者とそのご家族が適切な支援を受けられるよう、

県内４か所の相談窓口を設置しています。

埼玉県医療的ケア児等支援センター

かけはし

たいよう

カリヨンの杜

②

ともに

③
④①

医療的ケア児等コーディネーターの資格を持つ相談員等が

ご相談をお受けします。

・保健、医療、福祉、教育等の多分野に
またがる支援をコーディネート

・医療的ケア児に対する支援のための
地域づくりを推進

主に相談支援専門員、保健師、訪問看護
師等が役割を担っています。
市町村への配置を進めています。

医療的ケア児等コーディネーターとは

ご家族から
どこに相談してよいのかわからない

先々の子育てが心配

ケアの方法を知りたい

保育所や学校に行きたい

活用できる制度や資源が知りたい

支援機関から
受け入れに当たってどの
ように配慮すればいいか

支援体制の組み方について助言がほしい

ケアの方法について助言してほしい

受け入れ事業所の情報がほしい

行政から
市町村内での体制整備について相談したい

他市町村の状況を知りたい

地域で研修会を開きたいので講師を紹介して
ほしい

課題が山積
資源がない

支援機関の理解不足
保育所・学校での受入
成人期以降の課題
（通いの場、医療）
災害対策…etc

一気に解決できない。
ひとつひとつ、
できるところから
一緒に取り組む。
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本日の流れ
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